
 
 

 

 

 

芽室町総合計画の策定と運用に関する条例 

 

【解説書】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芽室町 

 



 

芽 室 町 総 合 計 画 の 策 定 と 運 用 に 関 す る 条 例  

 

（ 目 的 ) 

第 1 条  こ の 条 例 は 、 総 合 計 画 の 策 定 と 運 用 に 関 す る 基 本 的 な 事

項 を 定 め る こ と に よ り 、町 が 進 め る 政 策 、施 策 及 び 事 業（ 以 下「 政

策 等 」と い い ま す 。）の 総 合 的 か つ 計 画 的 な 推 進 を 図 る こ と を 目

的 と し ま す 。  

【 解 説 】  

１  こ の 条 例 は 、芽 室 町 自 治 基 本 条 例（ 平 成 19 年 ３ 月 ５ 日 条 例 第

３ 号 ）第 14 条 の ３ に 定 め る 規 定 に 基 づ き 、総 合 計 画 の 策 定 と 運

用 に 関 す る 基 本 的 な 事 項 を 定 め る も の で す 。  

２  本 条 は 、こ の 条 例 の 目 的 を 明 ら か に し た も の で 、こ の 条 例 全 般

を 通 じ て の 解 釈 と 運 用 の 指 針 と な る も の で す 。  

 

(用 語 の 意 味 ) 

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て の 用 語 の 意 味 は 、 芽 室 町 自 治 基 本 条 例

（ 平 成 19 年 条 例 第 ３ 号 ） に 準 じ ま す 。  

 

 

(総 合 計 画 の 名 称 ) 

第 ３ 条  総 合 計 画 の 名 称 は 、「 第  期 芽 室 町 総 合 計 画  年 度 ～  年

度 」 と し ま す 。  

 

 

(総 合 計 画 の 体 系 ) 

第 ４ 条  総 合 計 画 は 、町 民 が 容 易 に 理 解 で き る も の と す る た め 、町

が 進 め る 政 策 等 を 分 か り や す く 体 系 化 し ま す 。  

  

  

 

 



 

(総 合 計 画 の 構 成 ) 

第 ５ 条  総 合 計 画 は 、基 本 構 想 、実 施 計 画 及 び 実 行 計 画 で 構 成 し 、

こ の う ち 基 本 構 想 と 実 施 計 画 に つ い て は 議 会 の 議 決 対 象 と し ま

す 。  

 【 解 説 】  

１  平 成 23 年 ８ 月 １ 日 施 行 の 改 正 地 方 自 治 法 に よ り 、「 議 会 の 議

決 を 経 た 市 町 村 基 本 構 想 の 策 定 義 務 」が 撤 廃 さ れ ま し た が 、本 町

に お い て は 、芽 室 町 自 治 基 本 条 例 第 14 条 の ２ 及 び 芽 室 町 議 会 基

本 条 例 （ 平 成 25 年 ３ 月 26 日 条 例 第 27 号 ） 第 14 条 の 規 定 に 基

づ き 、 基 本 構 想 と 実 施 計 画 を 議 会 の 議 決 の 対 象 と し て い ま す 。  

 

(基 本 構 想 ) 

第 ６ 条  基 本 構 想 は 、原 則 ８ 年 と し 、町 政 運 営 の 理 念 、基 本 的 な 政

策 の 方 向 性 そ の 他 総 合 計 画 の 推 進 に 当 た っ て の 必 要 な 事 項 を 定

め 、 当 該 総 合 計 画 の 策 定 と 運 用 の 指 針 と し ま す 。  

【 解 説 】  

１  総 合 計 画 基 本 構 想 の 計 画 期 間 は 、 急 速 に 変 わ る 社 会 経 済 情 勢

へ の 対 応 や 、町 長 の 任 期 を 考 慮 し た ８ 年 と 定 め 、次 期 総 合 計 画 基

本 構 想 は 、当 該 総 合 計 画 期 間 の 最 終 年 度（ ８ 年 目 ）に 策 定 し 、翌

年 度 か ら 実 行 し ま す 。「 原 則 」と し た の は 、総 合 計 画 基 本 構 想 の

策 定 と 改 定 年 度 以 外 の 年 度 に お い て 町 長 が 交 代 し た 場 合 、 計 画

期 間 と 町 長 任 期 と の 整 合 を 図 る 必 要 が あ る た め で す 。  

２  「 基 本 的 な 政 策 の 方 向 性 」と は 、当 該 総 合 計 画 の 計 画 期 間 内 に

お け る 重 点 政 策 や 、教 育 、福 祉 、産 業 等 の 各 政 策 分 野 の 基 本 的 な

方 針 を い い ま す 。  

３  「 総 合 計 画 の 推 進 に 当 た っ て の 必 要 な 事 項 」と は 、計 画 の 期 間

の 構 成 や 、計 画 の 財 源 、財 政 の 健 全 化 に 向 け た 方 策 、策 定 と 改定

手 続 、 進 行 管 理 方 法 等 を い い ま す 。  

 

 

 



（ 実 施 計 画 ）  

第 ７ 条  実 施 計 画 は 、 原 則 前 期 ４ 年 の 前 期 実 施 計 画 及 び 後 期 ４ 年

の 後 期 実 施 計 画 に よ り 構 成 し 、前 期 実 施 計 画 期 間 中 の ４ 年 目 に 、

議 会 の 議 決 を 経 て 後 期 実 施 計 画 を 策 定 し ま す 。  

２  実 施 計 画 は 、基 本 構 想 に 示 し た 将 来 像 や 政 策 に 基 づ き 、具 体 的

な 施 策 展 開 の 方 向 と 達 成 す べ き 施 策 目 標 を 定 め る も の と し ま す 。 

 【 解 説 】  

１  実 施 計 画 は 、従 前 の 実 施 計 画 に お け る 政 策 等 の 評 価 や 、町 長 選

挙 に お い て 当 選 者 が 掲 げ る 公 約 等 を 総 合 的 に 検 討 し て 策 定 し ま

す 。  

２  後 期 実 施 計 画 は 、 第 ９ 条 に 規 定 す る 計 画 策 定 の 手 順 に よ り 策

定 す る と と も に 、 次 期 総 合 計 画 を 考 慮 し て 策 定 し ま す 。  

 

（ 実 行 計 画 ）  

第 ８ 条  実 行 計 画 は 、 実 施 計 画 で 定 め ら れ た 施 策 の 適 切 な 進 行 管

理 に 必 要 な 向 こ う ３ 年 間 の 具 体 的 な 事 業 内 容 を 定 め る 進 行 管 理

計 画 と し 、 公 表 す る も の と し ま す 。  

 【 解 説 】  

１  「 実 施 計 画 で 定 め ら れ た 施 策 の 適 切 な 進 行 管 理 に 必 要 な 向 こ

う ３ 年 間 の 具 体 的 な 事 業 内 容 」と は 、事 務 事 業 の 事 業 概 要 、事 業

費 、 財 源 構 成 、 方 向 性 、 取 組 状 況 等 を い い ま す 。  

 

(基 本 構 想 及 び 実 施 計 画 の 策 定 手 順 ) 

第 ９ 条  町 長 等 は 、基 本 構 想 及 び 実 施 計 画 の 策 定 に 当 た っ て は 、そ

の 過 程 を 明 ら か に す る と と も に 、町 民 の 意 見 を 反 映 さ せ る た め 、

意 見 交 換 会 、ア ン ケ ー ト 調 査 、ま ち づ く り 意 見 募 集 等 に よ り 広 く

町 民 の 参 加 機 会 を 保 障 し ま す 。  

２  基 本 構 想 及 び 実 施 計 画 は 、政 策 等 の 実 効 性 の 確 保 の た め 、財 政

計 画 等 と の 整 合 性 に 留 意 し て 策 定 し ま す 。  

３  町 長 は 、多 様 な 方 法 で 町 民 の 参 加 を 推 進 す る と と も に 、職 員 の

参 加 等 を 踏 ま え て 基 本 構 想 及 び 実 施 計 画 原 案 （ 以 下 「 計 画 原 案 」



と い い ま す 。）を 作 成 し 、芽 室 町 総 合 計 画 審 議 会（ 以 下「 審 議 会 」

と い い ま す 。 ） に 諮 問 し ま す 。  

４  審 議 会 は 、町 長 か ら 諮 問 さ れ た 計 画 原 案 に つ い て 、町 民 の 視 点

か ら 慎 重 か つ 活 発 な 審 議 を 行 い 、 町 長 に 答 申 し ま す 。  

５  町 長 は 、審 議 会 か ら の 答 申 を 尊 重 し て 基 本 構 想 及 び 実 施 計 画 案

を 策 定 し 、 議 会 に 提 案 し ま す 。  

６  町 長 等 は 、 第 ３ 項 に 定 め る 町 民 の 参 加 を 効 果 的 に 推 進 す る た

め 、 基 本 構 想 及 び 実 施 計 画 の 策 定 及 び 推 進 に 当 た っ て 討 議 す べ

き 課 題 及 び 論 点 を 整 理 し た 文 書 、そ の 他 必 要 な 情 報 を 作 成 し 、町

民 に 提 供 し ま す 。  

７  町 民 は 、前 項 に 規 定 す る 情 報 の 作 成 及 び 提 供 に 関 し て 、意 見 を

述 べ る こ と が で き ま す 。  

【 解 説 】  

１  第 １ 項 は 、基 本 構 想 及 び 実 施 計 画 の 策 定 に 当 た り 、そ の 策 定 プ

ロ セ ス を 明 ら か に す る と と も に 、 町 民 の 参 加 機 会 を 設 け る こ と

を 、 町 長 等 に 義 務 付 け る こ と を 定 め た も の で す 。  

２  第 ２ 項 に お け る「 財 政 計 画 等 」と は 、財 政 運 営 の 健 全 性 確 保 の

た め の 方 策 を 定 め た 計 画 等 を い い ま す 。  

３  第 ３ 項 に お け る「 多 様 な 方 法 で 町 民 の 参 加 を 推 進 」と は 、町 民

意 見 交 換 会 、ア ン ケ ー ト 調 査 、ま ち づ く り 意 見 募 集 等 の 手 法 を 適

切 に 用 い る こ と を い い 、地 域 、年 齢 、性 別 等 に 偏 り の な い よ う 公

平 性 の 確 保 が 必 要 と な り ま す 。ま た 、町 民 参 加 の 目 的 と 論 点 の 明

確 化 、参 加 の 対 象 者 の 明 確 化 、場 所 の 設 定 、意 見 等 を 出 し や すい

手 法 の 工 夫 な ど 、 町 は 常 に 創 意 工 夫 を 重 ね る 必 要 が あ り ま す 。  

４  第 ３ 項 に お け る「 職 員 の 参 加 」と は 、職 員 個 々 に よ る 政 策 提 案

の 実 施 や 、所 属 を 超 え た 政 策 検 討 会 の 開 催 な ど 、職 員 の 専 門 性 と

総 合 性 を 発 揮 し た 参 加 の 取 組 を い い ま す 。ま た 、多 様 な 町 民 の 参

加 機 会 に お い て 出 さ れ た 意 見 等 を 総 合 的 に 検 討 し 、 政 策 立 案 す

る 役 割 も 重 要 で す 。  

５  第 ４ 項 は 、 町 長 に 答 申 す る ま で の 総 合 計 画 審 議 会 が 行 う 業 務

を 定 め た も の で す 。  



６  第 ５ 項 の「 答 申 を 尊 重 し て 基 本 構 想 及 び 実 施 計 画 を 策 定 」と は 、

審 議 会 か ら の 答 申 に つ い て 、課 題 等 を 整 理 し 、そ の 公 益 性 や 実 効

性 に つ い て 検 討 を 行 う と と も に 、 財 源 の 裏 付 け な ど 財 政 計 画 等

と の 整 合 性 を 図 る こ と を い い ま す 。  

７  第 ６ 項 は 、基 本 構 想 及 び 実 施 計 画 の 策 定 に 当 た っ て 、町 民 の 各

種 参 加 を 効 果 的 に 進 め る た め に 不 可 欠 な 情 報 の 作 成 と 提 供 を 、

町 長 等 に 義 務 付 け た も の で す 。  

８  第 ６ 項 に お け る「 必 要 な 情 報 」と は 、次 の 各 号 に 掲 げ る も の を

い い ま す 。  

  (1)  施 策 の 方 針 と 成 果 指 標  

  (2)  施 策 の 事 業 費  

  (3)  施 策 の 達 成 状 況  

  (4)  施 策 を 取 り 巻 く 状 況 変 化 ・ 住 民 意 見 等  

  (5)  施 策 の 課 題 認 識  

  (6)  庁 内 評 価 及 び 外 部 評 価  

  (7)  そ の 他 必 要 な 情 報  

９  第 ７ 項 は 、町 が 作 成 す る 第 ６ 項 の 情 報 に 関 し て 、意 見 を 述 べ る

権 利 が 町 民 に あ る こ と を 定 め た も の で す 。  

 

(総 合 計 画 の 見 直 し ) 

第 10 条  町 長 は 、政 策 等 の 追 加 、変 更 又 は 廃 止 の 必 要 が 生 じ た と

き は 、議 会 の 議 決 を 経 て 、基 本 構 想 及 び 実 施 計 画 を 見 直 す こ と が

で き ま す 。  

２  町 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 見 直 し を 行 う に 当 た っ て 、広 く 町 民

の 意 見 を 反 映 す る 必 要 が あ る と き は 、 可 能 な 限 り 町 民 の 参 加 機

会 を 提 供 し ま す 。  

 【 解 説 】  

１  第 １ 項 に お け る「 必 要 が 生 じ た と き 」と は 、国 の 経 済・財 政 対

策 等 の 緊 急 政 策 の 展 開 、 社 会 経 済 情 勢 の 急 激 な 変 化 へ の 柔 軟 な

対 応 、 基 本 構 想 及 び 実 施 計 画 の 策 定 と 改 定 年 度 以 外 の 年 度 に お

い て 町 長 が 交 代 し 、 そ の 公 約 を 反 映 す る 場 合 等 を い い ま す 。  



２  第 ２ 項 に お け る「 広 く 町 民 の 意 見 を 反 映 す る 必 要 が あ る と き 」

と は 、芽 室 町 自 治 基 本 条 例 第 ８ 条（ 町 民 参 加 の 保 障 ）と 、め む ろ

ま ち づ く り 参 加 条 例（ 平 成 16 年 ３ 月 ３ 日 条 例 第 ２ 号 ）に 規 定 す

る も の の ほ か 、町 民 生 活 に 影 響 を 及 ぼ す 政 策 等 で 、町 が 特 に 町 民

の 参 加 機 会 が 必 要 で あ る と 判 断 し た も の を い い ま す 。ま た 、「 可

能 な 限 り 」と は 、決 定 に 迅 速 性 が 求 め ら れ 、町 民 参 加 手 続 き を 行

っ て 決 定 す る ま で の 時 間 を 設 け る こ と が で き な い 場 合 は あ る こ

と を 意 味 し ま す 。  

 

(総 合 計 画 と 予 算 の 原 則 ) 

第 11 条  町 が 進 め る 政 策 等 は 、総 合 計 画 に 基 づ き 予 算 化 す る こ と

を 原 則 と し ま す 。  

 【 解 説 】  

１  本 条 は 町 が 進 め る 政 策 等 は 、総 合 計 画 に 根 拠 を 置 く も の と し 、

総 合 計 画 に 基 づ か な い 政 策 等 は 予 算 化 し な い こ と を 原 則 と す る

も の で す 。  

 

(各 政 策 分 野 の 基 本 的 な 計 画 ) 

第 12 条  芽 室 町 議 会 基 本 条 例 （ 平 成 25 年 条 例 第 27 号 ） 第 14 条

に 規 定 す る 議 会 の 議 決 事 項 と す る 計 画 を 含 め て 、 各 政 策 分 野 の

基 本 的 な 計 画 の 策 定 又 は 改 定 は 、 総 合 計 画 と の 関 係 を 明 ら か に

す る と と も に 、 十 分 な 調 整 の も と に 行 い ま す 。  

 【 解 説 】  

１  本 条 は 、総 合 計 画 以 外 の「 各 政 策 分 野 の 基 本 的 な 計 画 」を 総 合

計 画 の 下 位 に 位 置 づ け 、 整 合 性 を と り な が ら 策 定 又 は 改 定 す る

こ と を 定 め た も の で す 。  

 

 

 

 

 

 



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し ま す 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 に お い て 、 既 に 策 定 さ れ て い る 総 合 計 画

に つ い て は 、こ の 条 例 の 規 定 は 適 用 せ ず 、な お 従 前 の 例 に よ り ま

す 。  


